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創造的会計 とその社会的監視

創造的会計 を抑制す る最 も効果的 な方法 の一つ は,

そのよ うな 〔会計方法の〕濫用 に対す る公表 を行

うこ とである。一.Shah[1998].p.93.

小 野 武 美

1「 創造的会計」の盛行

1980年 代 以 降 の イ ギ リ ス に涛 け る会計 現 象 を特 徴 づ け る もの に,所 謂 「創 造

的 会計 」D(creativeaccounting)の 盛 行 が あ る。 例 え ば,イ ギ リ ス の会 計 基 準

審 議 会(ASB)の 初 代 議 長 と な っ たD.Tweedieと 同 じ く学 術 顧 問 とな っ た

G.Whittingtonは,1990年 当 時,「 イ ギ リ ス に お け る 会 計 基 準 の最 近 の 諸 問 題

は,時 折 『創 造 的 会 計 』 と呼 ば れ る もの の 周 辺 で 展 開 して い る 」(Tweedie

andWhittington[1990],p.88)と 述懐 して い た 。 こ こで 創 造 的 会 計 とは,「 真

実 か つ 公 正 な概観 を表 示す るた め の純 粋 な試 み か ら,簿 外 金 融 や 粉 飾 決 算 等 の

よ り疑 わ しい 実 務 に まで 亙 る」(Naser[1993],p.59)会 計 行 為 を指 す が,「 創

造 的 会 計 の 一 般 に 認 め ら れ た 定 義 ば な い」(MathewsandPerera[1991],P-

228)の が 現 状 で あ る。 しか しなが ら通 常,創 造 的 会 計 は,「(1)財 務 諸 表 を 本

来 のあ るべ き姿 か ら作 成者 が報 告 さ れ た い と望 んで い る ものへ 変 形 させ るた め

に,会 計 ル ー ルや 測定 ・開 示実 務 の選 択 に お け る抜 け道 を利 用 す る こ と に よ っ

1)通 常わが国では,creativeaccountingの 訳語 として 「創造的会計」「が使 われている場 合が殆 ど

であ るので,本 稿 で もそれに従 ったが.必 ず しも適訳であ るとは言い難い。 と言 うのは、そ こに

は明 らか にプ ラスの イメー ジが混入され た 「語感」 が伴 うことになるか らで ある。 本来,crea-

tiveaccountingは,本 稿で見 るよ うに経営者 の 「意 図的操作」 を前提 と した もの と解 さざるを

得ないので,「 創作的会計..な い し 「作為的会計」 と訳出するのが よ り妥 当であ ると考 えられ る。
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て 会計 数 値 を操 作 す る過 程 な い し〔2>〔経 済 的 〕 取 引 を,中 立 的 な 一 貫 した 方法

で 報 告す る よ りも寧 ろ必 要 とされ る会 計 上 の 結 果 を 生 み 出 す た め に 組 み 立 て る

過 程 」(Naser[1993],p.59)と して 理 解 さ れ て い る と考 え るの が 妥 当 で あ ろ

う。

尤 も創造 的 会計 は,企 業 会計 に おい て 常 に発 生 す る現 象 で は な い 。 寧 ろ 「創

造 的 会計 に従事 す る必 要 性 は,事 業 の業 績 が 事 業 外 の 集 団 に よ って何 らか の 方

法 で 評価 され て い る時,特 に企 業 の所 有 者 と経 営 者 との 問 に 代 理 人 関 係 が 存在

す る 時 に生 じ るに 過 ぎな い」(MathewsandPerera[1991],p,229)が,現 実

の大 企 業体 制 は 「所 有 と経 営 の分 離 」 を前 提 に成 立 して い るの で,特 に 大 企 業

を 中心 と した 企 業会 計 現 象 で は,創 造 的会 計 が 広 範 に観 察 され る こ と にな るわ

けで あ る 。但 し,「 会 社 経 営 者 は,個 別 的 に は 自 らの 会 社 の 業 績 を 可 能 な 限 り

最 も有 利 な よ うに(例 え ば,創 造 的 会 計 に よ っ て)表 示 し よ う とす る誘 因 を

持 っ てい るが,他 方 で集 合 的 に は 自 らが 経 営 活 動 を行 って い る市 場 で の 信 頼 を

高 め る た め に厳 格 な 基 準 に 一 致 す る よ うな 会 計 実 務 を 選 好 す るで あ ろ う」

(TweedieandWhittington[1990],p.97.太 字 一 原 文 で は 斜 体)か ら,創 造 的

会 計 の累 積 が 総 体 と して 会計 規 制 そ の もの を 「破 壊 」 す る に は至 らな い で あ ろ

う。 これ に加 えて創 造 的 会計 を助 長 す る要 因 と して 次 の よ うな もの が 挙 げ られ

る。

一 つ は会 計.ルー ルの 曖 昧 さで あ る。 即 ち,会 計 ル ー ルが 曖 昧 で あ れ ば あ るほ

ど,会 計 方 法 の選択 適用 に 関 して 主観 的 な判 断 の余 地 を よ り多 く残 す こ と にな

り,創 造 的 会 計 が助 長 され る可能 性 が 増 す こ とに な る。 更 に 「会 計 を支 配 す る

法 律 や 基準 の 曖 昧 さや 柔 軟 性 は,「 真 実 か つ公 正』 或 い はr重 要性1の よ うな

薄 弱 で 定 義 さ れ な い 概 念 に よ っ て 悪 化 さ せ られ る」(MathewsandPerera

[1991],p.230)こ と に な る。 創 造 的会 計 を 助 長 す る も う一 つ の 要 因 は,技 術

や 事 業 の 方 法 の進 歩 で あ る 。即 ち,「 会 計 〔規 制〕 は… … 急 速 に進 歩 す る事 業

方 法 に つ い て い け な い傾 向 が あ る」 の で,会 計 「実 務 家 は,〔 会計 方 法 の 〕 選

択 肢 を持 たず に,発 生 す る新 しい 会計 問題 に革 新 的 な会 計 方 法 を使 わ な けれ ば
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な ら な い 」(MathewsandPerera[1991],p.230)こ とに な る場 合 が あ る。 そ

の よ う な新 しい 会計 問題 と して は,例 え ば,オ プバ ラ ンス取 引,条 件付 き持 分

証 券 の よ う な 「複 合 資 本 問 題 」(complexcapitalissues),ブ ラ ン ドの 会 計 処 理

等(TweedieandWhittington[1990],p.88ff)が あ っ た 。

勿 論,.こ の よ うな 創造 的 会計 が これ まで 野 放 しに され て き たわ けで は な く,

そ れ に対 す る抑 制 装 置 が 考 案 さ れ る こ とに な っ た。 即 ち,イ ギ リスで はそ の 監

視 機 構 と して財 務報 告 違 反 審 査 会(FRRP)が 設 立 され,活 動 を行 って おb,

会 社 法 や 会 計 基 準 か らの 逸 脱事 例 につ い て審 理 を行 い,そ の結 果 を公 表 して い

る の で あ る。FRRPは,「 〔イ ギ リス に お け る〕 新 し い財 務 報 告 機 構 の 最 も急

進 的で,目 に 見 え る,奇 抜 な要 素 で あ る」(Jack[1994],p.44)と 評 さ れ て お

り,そ の活 動 は,企 業 が 公 表 す る財 務 諸表 に対 して 第三 者 機 関が 監 視 を行 うと

い う,先 進 資 本.主義 諸 国 にお い て も他 に 余 り例 の見 られ な い極 め てユ・二 一 クな

も ので あ る。 そ こで 本稿 で は,イ ギ リ スに お け る創 造 的会 計 とそ れ に対 す る社

会 的監 視 の 実 態 を,FRRPの 公 表事 例 を用 い な が ら検 討 す る と共 に,併 せ て

企 業 会 計 に対 す る社 会 的 監 視 の 意 義 に つ い て考 え て い きた い。

.11創 造的会計の制度的背景としての 「真実且つ公正な概観」

周 知 の よ う に 「年 次財 務 諸 表 は 真 実 且つ 公 正 な概 観 を与 え るべ きで あ る とす

る最 優 先 の 要 件 が,イ ギ リス にお け る会 計基 準 設 定 構 造 の基 底 を な してい る」

(ParkerandNobes[19941,p.iv>。.換 言 す れ ぼ,イ ギ リス に於 い て は,「 会 社

法 に従 う目 的 で 作 成 され る全 て の財 務 諸 表 は,『 真 実 且 つ 公 正 な概 観 を 与 え る

べ き で あ る』 と.す る 要 件 が,1947年 会 社 法 で 最 初 に 導 入 さ れ た 」(Davies,

PatersonandWilson[ユ997],p.3)時 以 来,「 この 『真 実 且 つ 公 正 』 テ ス トが,

〔会 社 〕 法 の 他 のい か な る 要件 に も優 先 す る」(Pereira,PaterssonandWilson

[1994],p.12)規 定 と な って い るの で あ る。

それ で は 「真 実 且 つ 公 正 な概 観 」 の 内容 と は何 な の で あ ろ うか 。 「そ の 意 義

に 関 して,権 威 あ る法 的 な 定 義 や 解 釈 は な い 」(F且int[1982],p.8)の が現 状
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で あ るが,McGeeは,そ の 内容 に つ い て3つ の 見解 を提 示 して い る。1つ は,

会 計 処 理 が 全 て の 規 定 さ れ た ル ー ル に したが っ て な され る こ と を要 求 す る とい

う もの で あ り,2つ 目は,一...般に認 め られ た会 計 原 則 に対 す る忠 実 な支 持 で あ

る とす る も ので,3つ 目は,法 律 に.よって 規定 され た基 礎 的 手 続 きや 形 式 と重

な る 内 容 で あ る,と す る もの で あ る(McGee[1991]P_877f)。 しか しな が ら

「も し真 実 且つ 公 正 な概 観 が,単 に法律 〔や 会計 基 準 〕 の詳 細 な規 定 に従 うこ

と を 要 求 して い る に過 ぎな い の で あ る な ら,〔 会 社 〕 法 で そ れ を分 離 した 条 項

にす る必 要 は な い で あ ろ う。」(McGee[1991],p.878>即 ち,財 務 諸 表 の 「真

実 且 つ 公 正 な概 観 」 は,会 社 法 や 会 計 基 準 の 規 定 に機 械 的 に従 う こ とに よ って

直 ち に保 証 され る も ので は ない の で あ る。

否,寧 ろ 「状 況 に応 じて,そ れ ら の 〔会 社 法 や 会 計 基 準 の〕 ル ー ル は,(真

実 且つ 公 正 の優 先 規 定 を使 っ て)離 脱 され るか,或 い は,補 足 さ れ な けれ ぼ な

らな い 」(Pereira,PatersonandWilson[1994],p.12)と さ れ て い る。 こ の こ

とは,「 も し特 定 の状 況 に お い て,会 社 法 の 規 定 に従 う こ とが,真 実 且 つ 公 正

な概 観 を 与 え る とい う要 件 に一 致 しない の で あ れ ば,取 締 役 は,真 実且 つ 公 正

な 概観 を 与 え る の に必 要 な程 度 に おい て,当 該 規 定 か ら離 脱 す る必 要 が あ る」

(BarcandBowen[1992],p.20/2)と,1989年 イ ギ リス 会 社 法(226条5項,

227条6項)に 明 記 され て い る よ うに,会 社 法 自体 が 宣 明 して い る所 で あ る。

この よ うに財 務 諸 表 に 「真 実 且 つ 公 正 な概 観 」 を与 え るた め に は,会 社 法や

会 計 基 準 か らの 離 脱 が 要 請 さ れ る とい うのが,イ ギ リス会 計 制 度 の 大 きな特 徴

で あ る と言 え るが,他 方 で,「 真 実 且 つ 公 正 な概 観 」 を与 え るた め の 会計 ルー

ルか らの 「離 脱 」 が,恣 意 的 な 会計 方 法 選 択 適 用 の 「口実 」 と して使 わ れ る可

能 性 が あ る こ とに も留 意 しな け れ ば な らな いで あ ろ う。 従 って,「 〔株 主 ・投 資

家 等 の 〕 利 害 関 係 者 が,会 社 法や 会計 基準 の 中 の特 定 の ルー ルか らの 離 脱 を,

好 ま しい シ グナ ル と して 知 覚 す る か … … 又 は好 ま し くな い シ グ ナ ル と して 知 覚

す る か ど うか は,… …先 験 的 には 不 確 実 で あ る」(ParkerandNobes[19941,

p.23f)と 言 わ ざ る を得 ない で あ ろ う。
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以 上 の よ う に イ ギ リス の 会計 制 度 に おい て は,「 真 実 且 つ.公正 な 概 観 」 を 与

え る 日的 の た め とい うこ とを大 前提 に しなが ら も,会 計 ル ー ルか らの離 脱 が 制

度 の 中 に埋 め込 まれ て い る訳 で あ るが,こ の こ とが 経 営 者 の会 計 政 策 決 定 に少

な か らぬ 影 響 を 与.えて い る こ とは言 う まで もな い 。例 え ば,ParkerとNobes

の ア ンケ 温 ト調 査 に よれ ば,イ ギ リス企 業407社 中308社 が 会社 法 か らの 離 脱 を

い とわ な い(hewillingtodepart)と し,61社 が 離.脱 した 経 験 が あ り,又,

436.社 中411社 が 会 計 基準 か ら の 離 脱 をい とわ な い と し,140社 が離 脱 した経 験

が あ った。 又,離 脱 した 件 数 の 約9割 に於 い て監 査 人 は当 該 離 脱 に 同意 して い

た(ParkerandNobes[1994],p.29)。 更 に 同 じ調 査 で,「 殆 どの 監 査 法 人 は

… …様 々 な クラ イ ア ン トがr真 実且 つ公 正 な概 観 を与 え るた め に,基 準 や 法

律 か ら の離 脱 を希 望 して き た と報 告 して い た 」(ParkerandNobes[1994],p.

49)の で あ る。

勿 論 現 代 「英 国 の会 計 制度 は ます まナ 法 規 制 の網 に縛 られ て い く方 向.に向

か 〔っ て お り〕 … … 現 実 に は法.規定 優 先 主 義 が 跳 梁 してい る」(III浦[1993],

546ペ ー ジ〉 とされ るが,「 そ れ で も な お,'trueandfairview"の 要 請 が 会 社

会 計 の非 画 一 的,流 動 的 な性格 を法 律 体 系 に うま く取 り.込み,会 社 会 計 の 自主

的発 展 の 素地 を作 って きた とい う歴 史 的事 実 」(山 浦[1993],546-547ペ ー ジ)

が 厳 然 と して存 在 して い る。即 ち,イ ギ リス の会 計 規 制 は,会 社 法 や 会 計 基 準

な どの 「会 計 規 定 の 遵 守 」 と 「会 計 規 定 か らの 離.脱」 の双 方 を,「 真 実 か つ 公

正 な概 観 」 とい う最 高 規範 の下 に 包摂 す る とい う特 異 な構 造 を有 して お り,こ

の こ とが 経 営 者 に よ る創 造 的 会計 発 動 の可 能 性 を高 め る素 地 に な って きた と考

え られ る ので あ る%

2}何 故 なら,会 計規定 の 「遵 守」 と言って も.そ こには単 なる機械的遵守 だけで はな く,所 謂

「創 造的遵 守一 法律上 のルールを実際 には.犯さず に法的統 制を逃れ るた めに法律 を利 用する」

〔Mc』rnetandWhelan[1991],p.848)方 法 も.含まれ てい るので.見 か け トは会計 規定 の遵 守

が なされていて も,創 造的会計 が発揮 される余地が十分 にあることに加 えて,会 計規定か らの離

脱が要請される場 合には,規 定.に束縛 されない 「よ り創造的 な」会計政策決定がなされ る可能性

があ るか らであ る。
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m創 造的会計に対する抑止機構 としてのFRRP

1イ ギ リス会計基準審議会の組織構造3含

現在 の イ ギ リ ス に お け る会 計 基 準 設 定 機 構 は,R.Dearing卿 を議 長 とす る

会計 基 準 形 成 に 関す る検 討 委 員 会 の1989年 の 報 告に 基づ い て設 立 され た,財 務

報 告 評 議 会(FRC;FinancialReportingCouncil),会 計 基 準 審 議 会(ASB;

AccountingStandardsBoard),及 び 財 務 報.告違 反 審査 会(FRRP;Financial

ReportingReviewPanel)よ り構 成 さ れ て い る。 三 者 と も会 社 組 織 の 形 態 を

とっ て お り,ASB及 びFRRPは,FRCの 子会 社 とな って い る。

FRCの 役 割 は,実 働 組 織 で あ るASBとFRRPに 支 援 を与 え る こ とで あ り,

年2回 会 合 が もた れ る。ASBの 役 割 は,会 計 基 準 の 作 成,修 正,及 び撤 回 で

あ るが,そ の 機 能 を前 任 のASC(会 計 基 準 委 員 会)か ら,1990年8月1日 に

引 き継 い で い る。 但 し,ASBはASCと 異 な り 自律 的 な組 織 で あ り.,外 部 の

承 認 を必 要 と し ない 。 又,ASBの 下 部 委 員 会 と して 緊急 問題 調 査 特 別 委 員 会

(UITF;UrgentIssuesTaskF⑪rce)が 設 立 さ れ て お り,既 存 の会 計 基 準 や 会

社 法 の規 定 の解 釈 や 規 定 の存 在 しない 新 しい 会 計 問 題 につ い て の.見解 を提 供 し,

ASBを 助 ける こ とを そ の 目 的 と して い る。

も う一 つ の組 織 で あ るFRRPの 役 割 は,会 社 法 の 会 計 規 定 や 会 計 基 準 か ら

の離 脱 に 関 して 検 討 す る こ とで あ る。 通 商 産 業 省(DepartmentofTradeand

Industry)と の協 定 に よ り,そ の 管 轄 領 域 は,大 規 模 公 開 会社 に限 定 さ れ,そ

の他 の 企 業 につ い て は 通 産 省 の 管 轄 と な っ て い る。FRRPの 活 動 は,1989年

12月23日 以 降 に始 ま る会 計 年 度 の財 務 諸 表 に 関 す る検 討 か ら始 ま っ て い る。 尚,

1989年 の 会 社 法 改 正 で 大 会 社 に つ い て は,離 脱 の 事実 とそ の現 出 を財 務 諸 表 で

公 開 す る こ とが 義 務付 け られ た の で,現 在,大 企 業 につ い て は離 脱 の事 実 が 容

易 に確 認 で き る こ と に な る。FRC,ASR,及 びFRRPの 運 営 費用 は,1997年

3)以 下 の 記 述 は,特 に 断 りが な い 限 り,FinancialReportingCouncil[199内,PP.1-11に 基 付 い

て い る,
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時 点 で 併 せ て 年 間250万 ポ ン ドで あ り,又,FRRPの 法 的 訴 訟 等 に備 え た基 金

は200万 ポ ン ドの 水 準 に維 持 きれ て い る。

2FRRPに おける手続 きの概要41

FRRPに 於 い て 取 られ る手 続 き は,1991年6月 に 決 め ら れ た が,そ の 後

1993年 に改 訂 が 行 わ れ,1993年9月27日 以 降 の調 査 に適 用 され てい る(par.1)。

FRRPは,出 来 う る限 り当 事 者 との 議 論 とそ れ に対 す る説 得 を 以 て 運 営 す る

こ と を 目指 してお り,当 事 者 との 自発 的 な.合意 が適 切 に探 究 され た後 で,裁 判

所 へ の 提 訴 が 検 討 さ れ る(par.5)。FRRPは,常 時 あ らゆ る会 社 の 財 務 諸 表

につ い て 自 ら監 視 して い るわ けで は な く,直 接 的 な契 機(内 部 告 発 や ロ ン ドン

証 券 取 引 所 ヒ場 会 社 に つ い て は 限 定 付 き監 査 報 告 書 等)又 は,間 接 的 な 契 機

(報道 機 関 の 論 評等)に よ り検 討 を 開始 す る(par.6)。

問 題 に な りそ うな 案 件 が 発 生 した場 合,事 務 官 が(FRRPの)議 長 及 び副

議 長 に対 し て そ の 旨 を 告 げ,彼 ら に対 して,FRC,.ASB,FRRPの 共 通 ス

タ ッフ と して 従 事 して い る 会計 士 か ら予 備 的 な ア ドバ イ ス を 提 供 して も ら う

(par.17)。 検 討す べ き実 質 的 な 内容 が あ る場 合,議 長 又 は 副議 長 が,当 該企 業

の 会 長 に 対 して 手 紙 を書 くこ と に な る。 その 手 紙 は,会 社 法 の 文 言 で 言い表 さ

れ るが,そ れ に対 す る取締 役 の論 評 が 要 請 され る(par.20)。 会 社 側 か らの 回

答 に 対 す る猶 予期 間 は1ヵ 月で あ るが,.こ の 間会 社 か らの 要 請 が あ れ ば,事 務

官 がFRRPの 手 続 きや 手 紙 の 内 容 に つ い て 説 明 す る た め に,取 締役 と会 う こ

と に な る(par.21)。 会 社 か ら の 回 答 受 領 後,議 長 が 当該 問題 が 公 式 の検 討 を

必 要 とす る と結 論 づ け た場 合,彼 は事 務 方 に対 して,問 題 検 討 グ ルー プ を結 成

す る よ う指 示 し,当 該 企 業 に対 して もそ の 旨が 伝 え られ る(par、25)。 問題 点

が 整 理 され た 後 で,企 業 側 と の間 の 会合(「 ヒ ア リ ン グ」)が 設 定 され る(par.

27)。

4>以 下 の 記 述 は,特 に断 りが な い 限 り,FinancialReportingReviewPanel[1993]に 基付 い て い

る。
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会 合 の 後,会 社 側 の 説 明 や 是 正 措 置 が 満 足 い く もので なか った 場 合,FRRP

は,不 満 足 の根 拠 を 明 らか に したhで,会 社 法 に基 づ き裁 判 所 に提 訴 す る意 向

を 示 す が,.会 社 側 は,そ れ に対 す る追 加 説 明 をす るた め に14日 間 の 猶 予 期 間 を

与 え られ る こ とに な る(par.30〕 。 会社 側 の 追 加 説 明 や 自発 的 な 是 正 措 置 が 満

足 い く もの で な け れ ば,FRRPは そ の 名 に お い て 提 訴 す る こ と に な る(par.

31,32)。 も し問 題 点 が さ ほ ど重 要 で は な い 場 合 に は,そ れ 以 上 当 該 問題 を 追

及 す る の を止 め るか,又.は,「 マ イ ナー ・ケー ス」 と して 当該 企 業 との 問 に 非

公 式 の 議 論 を継 続 して い く こ とに な る(par.34-37)。

FRRPは,通 常,裁 判 所 へ の 提 訴 以 前 に は,企 業 の財 務 諸 表 に 対 す る調 査

検 討 に関 して い か な る発 表 も行 わ な い が,企 業 が 自発 的 に財 務 諸 表 の修 正 や そ

の他 の 是 正措 置 に 同意 した 場 合 に は,そ の 旨 を 公表 す る こ とに な る(par.39,

41)。

この よ うな.一一連 の手 続 きに よ.り,FRRPは,「 も し財 務 諸 表 が 必 要 な真 実 且

つ 公 正 な概 観 を表 示 して い ない よ うに 思 え るな ら,そ の 書 き換 え を 会社 に 強制

.す る権 限 を持 つ」(Griffiths[1995],p,xi)こ と に な り,会 社 法 の 規 定 や 会 計

「基準 の 実 施 を強 制 す るた め のASRの 『歯 』(teeth)」(Smith[19961,p.28)

と して機 能 す る こ とに な るわ けで あ る。

3FRRPに よる監視の実態

そ れ で は そ の 創 設 以 来 のFRRPの 活 動 の実 態 は どの よ う な も ので あ った ろ

うか 。 こ こ℃ は,FRC及 びFRRPに よ り公 表 さ れ た 資 料 に 基 づ い て,若 干 詳 し.

く検 討 してい くこ と にす る。

先 ず,FRCの 年報5)に よる と,1991年 か ら1997年 に至 るま で のFRRPに よ

る検 討 対 象 とな った 案件 数 は,.91-92年 が78件,92～93年 が45件,93-94年 が

46件,94～95年 が43件,95-96年 が49件,96～97年 が24件 とな って い た 。 これ

5〕.以 下 の 記 述 は,FRC年 報 の.各 年 版(FinancialReportingCouncil[1992],[1993],[1994ユ,.

[19951,11996,],[1997〕:〕 に よ るc
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第1表FRRPに よ り検討された案件 と処理の実態

9レ92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

案件数 78社 45杜 46社 43社 49社 24社

出所: 明記されず 明記されず 約 半 数 は

①財務諸表 25 5 6 (但 し,② (但 し,大 ② 残 りの

②告発 30 22 21 が大幅に減 多数が②と 大半は③

③論評 23 18 19 少 とされる) される)

処 理: 45十19 46十11 43十10 49十15 24十13

回追及せず 28 11 14… 19 24 11

〔b}是正措 置 31 42 129 19 27 21

〔c験 討 中 19 11 14 15 13 5

注=客 年 の処理件数には,前 年の 「検討 中.」の件 数が加わっている、尚,93-94年 の 「検討中」の

件数 と94-95年 の前年 からの引 き継 ぎf†数が食い違 ってい るが,こ れ4iFRCの 公 表資料 に記載

された数値 のままであ る。

出所:FRC年 報各年版に よる。

らの案 件 が取 り上 げ られ る こ と にな った契 機 と して`ホ,上 述 の.ように直 接 的 な

もの と間接 的 な もの の両 方 が あ るが,具 体 的 に は,① 限 定付 き監査 報 告 書又 は

会 計基 準 へ の不 一致 の記 録等 に よ る もの,② 個 人 又 は会 社 な どに よ り言及 され

た もの.③ 報 道 機 関 の論 評 に よ.るもの,で あ った。 又,検 討対 象 とな った.会社

に 対 す る処 理 と して は,同 法 律 の範 囲 内 の 問 題 で は な い か,実 質 的 な問 題 で

は なか っ た こ とか ら,当 初 の 検 討 以 ヒの追 及 が な され な か った場 合,㈲ 更 な

る検 討 と対象 とな った会 社 との議 論 を経 て 是 正 措 置 が取 られ た場 合,が そ れ ぞ

れ あ る。 尚,以 上 の各 年 度 につ い て,分 類 して ま とめ る と第1表 の よ うに な る。

FRRPは,.こ れ ら の検 討 対 象 と した 案 件 の.全て につ い て,そ の 内 容 を公 表

して い るわ けで は な い が,そ の うち の一 部 に つ い て は 「報 道 用 通 知 」(press

notice)と して 公 表 して お り,97年 末 の段 階 で そ の 数 は48号 に達 して い る(但

し,「 報 道用 通 知 」 の 全 てが 案 件 と して 取 り上 げ ら れ た 企 業 に関 す る もので は

な い ので,「 報 道 用 通 知 」 と して 公 表 され た企 業 数 は48よ り少 な い数 に な って

い る)。 各 通 知 の概 要 につ い て ま とめ る と第2表 の よ うに な る が6},以..ド にお い

6)FRRPに よる 「報道用通知」の内容についてまとめたものとしては,既 に狩倉教授が.R.ノ

劃
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て は,公 表 され た 案件 の うち の い くつ か につ い て若 干 詳 し く検 討 して い くこ と

にす る。

〔i)TrafalgarHousePLCの 事 例 一FRRPに よ り公 表 され た案 件 の 内 で,

最 も社 会 的 な 反 響 と経 済 的 な.影響 の あ っ た もの は,TrafalgarHousePLCに

関 す る もの で あ った と考 え られ る。 と言 うの は 「.1990年代 にお い て,違 反 審査

会 の調.査 後 に株 価 の劇 的 な 下 落 を招 い た い くつ か の 事 例 が あ っ た」(Nobes

[1995],p.8>7,と さ れ る が,そ の 代 表 例 がTrafalgarHouseで あ った か らで あ

る。TrafalgarHouseに つ い て は 第2表 に見 られ る よ う に,「 報 道 用 通 知 」 第

ユ3号で そ の 内容 が 公 表 され て い るが,問 題 点 は 次 の よ うな こ とで あ った 。即 ちり

「違 反 審 査 会 の主 な関 心 は,不 動 産 の 流 動 資 産 か ら固 定資 産 へ の再 分類 及 び貸

借 対 照 表 に計 上 さ れ て い る前 払 法 人 税 の金 額 で あ っ た 」(FRRP[1992],par.

1)が,殊 に前 者 が 報告 利 益 に著 しい影 響 を もた らす こ とに な った の で あ る。

同 社 の1.991年 財 務 諸 表 の 注 記12に よれ ば,1990年10月1日 に流 動 資 産 か ら振

り替 え られ た不 動 産 の 簿 価 はユ55.4(111.4〔 フ リー ホ ー ル ド〕+44.0〔 長 期

リー.スホ ー ル ド〕)百 万 ポ ン ドで あ った が,こ れ が91年9月30日 に は87.4百 万.

ポ ン ドに再 評 価 さ れ,そ の 結 果,68百 万 ポ ン ドの評 価 損 が もた ら され た 。 更 に

関 連 会 社 資 産 の再 評 価 に よ る評 価 損34.7百 万 ポ ン ドが計 上 され(注 記13),同

社 は グル ー プ と して併 せ て102,7百 万 ポ ン ドの評 価 損 を被 った が,「1985年 余.社

法 に あ る固 定 資 産 再評 価 ル ー ル は,一 定 の条 件 が 満 た され れ ば,こ の種 の損 失

を 再 評 価 剰 余 金 に賦 課 す る こ とを 許 容 して い る」(Pijper[1993],p.26)の で,

結 局 全 て 再 評 価 剰 余 金 に賦 課 さ れ た の で あ った(注 記24)。 これ ら の損 失 は,

「以 前 に 流 動 資 産 と して 分 類 さ れ て い た 資 産 の 評 価 に 基 づ い て」(Pijper

＼Brandt他 による調査(翫 αη磁 」尺蜘 所η8.7袖〉㌧1998ed.所収)に 加筆補正を施したものを公

表されているが 〔笹倉[199呂」),ここでは筆者が入手 したFRRPの 原資料に基づいて作成した

表を用いることにする。

7)尚,Nobe$教 授に直接聞いた ところによれば,「株価の劇的な下落を招いたいくつかの事例」

については,体 系的な調査研究があるわけではなく,飽 くまで 「逸話的な事例」として語られて

いるものだということであったが.彼 も又TrafalgarHOUSeを 第.の 事例として挙げていた。

更に別の事例 として 「1992年2月,WmiamsHDI山ngsの 株価が,違 反審査会の判定の後一時的

に下落 した」(Jack.[1994],,44)と される.
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第2表FRRPに よる 「報道用通知」(PN)の 概 要

会 社 名
対象 となつ…

た決算
問 題 点 の 概 要

4 ULTRAMARPLC 1990.12.31 ・前 払 い 法 人税 に 関 してSSAPNo.8に 違

反 して い る.→SSAPに 沿 う こ とを確 認 。

5 WilliamsHoldings 1990.12.31 ・税額 が非経常項 目と して処 理され,連 結

PLC. 上1株 当 り利益 が非経 常頃 日前 に表示 さ

れ る。

6 Shield(.}rQupPLC 1991.3.31 ・過 年度修 正処理(設 備,投 資,貸 付 けの

簿価の減額)に ついて→ 当該修 正(引 当)

は,当 年 度 の 損 失 とす べ き。

7 FORTEPLC ・1991 ,131 。利 子 の 資 産計 上,情 報 技 術 プ ロ ジ ェ ク ト

へ の支出,不 動 産に関す る減価償却 の欠

.如,等 →会社の説明 を了承。

10 WilliamsonTea 1991.3.31 。海外資産 の開示 に関す る会言r処理(リ ー

HoldingsPLC スホール ド資産 の非償却,資 産再評価 に

よる追加 的償却,等)。

11 . AssociatedN巳 ・rsing 1991.3.30 ・ス タ ー ト ・ア ッ プ ・ コ ス トの 会 計 処 理,

ServicesPLC 会計政策 の変更}ピ関す る説明の充分性。

12 GPGPLC 1991.9.30 ・FREI)1に 従 っ た 結 果 ,既 存 のSSAP

No.6及 びSSAPNo.3か ら離 脱 → 財 務

諸表の改訂 は求 めず。

13 TrafalgarHousePLC 1991,9.30 。資産 の分 類,前 払 い法人税 の額,投 資 に

関す る開 示,そ の他 の会計処理 について

→ 当 初,FRRPの 見 解 を 受 け 入 れ な か っ

たので,会 社法 の適 用を決定 したが,そ

の後修 正に応 じる。

14 BritishGasPLS. 1991.12.31 ・決算 日の変更 に伴 う決算期間 の重複。

15 S.E.P、industrial 1992,9.30 ・在 庫 評価 引 当 金 の処 理 ,SSAPNo,12に

HoldingsPLC 違 反 す る フ リー ホー ル ド資 産 の 非 償却 。

16 EurothermPLC 1991.10.31 ・製造活動 の清算 コス トに対 す る引 当金の

処理 の正確 さと一貫性。

17 Foreign&Colonial 1991,12.31 ・取 締役報酬 に関す る情報 の充分性 と子 会

InvestmentTrustPLC 社事業 の連結 に関 して。

18 WanfurdInvestments 1991.1225 ・SSAP19に 一 致 しな い 会 計 処 理,,→ 将 来

PLC の財務諸表でSSAPに 従 う旨を保 証。
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19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

PendthFanners'&

Kidd'sPLC

Breverleigh

InvestmentsPLC

己 TheRoyalBank

… ofScotlandGPLC

Control

TechniquesPLC

BMGr⑪upPLC

Ptarmingan

HoldingsPLC.

Chrysalis-G■oup.

PLC

TheIntercare

GroupPLC

PentosPLC

BETPLC

ButteMiningPLC

創造的会計とその社会的監視

1992,3,31

1992,6.30

1992.9.30

1992.9,30

1992,6.30

1992.6.30

1992.8.31

1992,10.31

1992.ユ2,31

1993.3.27

1993.6,30

(745)77

・1992年 財務 諸表で91年 の比 較数値 が再表

示 され たが,修 正の 詳細や理 由が不明。

→ 会社が補足注記 を発行。

・①1985年 会社法 及びSSAP14か らの離脱

〔子 会 社 の 連 結 範 囲 か ら の排 除〕,②

FRC1か らの離脱 〔キ ャッシュ ・フ ロー

計算書の非提示〕,③ 重要 な離脱の詳細 と

理 由を非明示。一い会社法 ・会社基準 への
一致 を保証 させ る。

。子 会社 にお ける保 険証券取 り扱 い費用 繰

り延 べの会計 政策変 更の結 果,92年 に臨

時項 目として利 益に貸記。→ 前記損益 修

正 とすべ きとの見解に従い修正。

・FRSに 規 定 さ れ た グ ルー プ ・キ ャッ

シュ ・7ロ ー計算書における分類 間違い。

・① キ ャッシュ ・フロー計 算書 にお ける分

類間違い,② 「暖簾 」の表 示の誤 り。

・「暖簾」償 却政策の変更 〔即 時償却か ら繰

り延べ処理〕。

・関連会社投資の 会計処理 がSSAP11に 違

反。→再評価剰 余金 の細分類 を含む,適

切な修 正。

・FRS1(グ ループ ・キ ャッシュフロー計算

書)か らの離脱一一FRSの 要件を完全 に満

たすこ とを確約。

・リヴ ァー ス ・プ レ ミアム(リ ー ス契 約 を

助成す る為 の賃借 人へ の現金支払い)が,

他 の項 目 と合算 され ていた。→総 額を分

離 して開示。

・臨時項 目につ いて の開示 が,FRS3の 要

件 を満た さない。→94年 財 務諸表 で再表

.不。

・① 当座借 り越 しに関す る不正確 な表示,

②株 式売却 益 キャ ッシュ ・フロー計算 書

に表示 されず。→補足注記の.公表。
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

4

4

ClydeBlowersPLC

TheAllianceTrust

PLC

Cou1-isPLC

CaradonPLC

第164巻 第6号

1993.8

1994曾1.31

1994.3.31

1994.12.31

FergusonInternationa艮:1995.2・.28

HoldingsPLC

SecuriorGroup

PLC

NewarthiHPLC

Br㎜uPLC

Foreign&Colonial

InvestmentTrustPLC

AlexonGroupPLC

RansomesPLC

SuttonHarbour

HoldingsPLC

1994.9.30

1994.10.31

1994、12.31

1994.12,31

1995.1.28

1995.9.30

1996.3.31

・100%出 資子会社 の取締 役に対 する譲 渡に

関 す る 会計 処 理 及 び開 示 〔会 計 処 理一

FRS3及 び85年 会社法違反,開 示一FRS1

及 び会社法違反〕。

・連結 に関す る問題。一AllianceTrust(Fi-

nance)の 業績 を含む連結 財務諸.表を作 成。

。割賦 購入 についての会 計政策 〔1985年会

社法及 びSSAP21の 規定 に抵触す るか否

か〕→会計政策の変:莚を決定。

・転換累積償還優先株式の名 目価値(FRS4

の要 件 に違 反)→ 中 間報 告 でFRS4に

沿 った処理 を開示。

・企業 買収 に関 す る,1985年 会社 法 及 び

SSAP22の 規定へ の一致 の問題 〔暖簾 の

総額が不表示〕。

・FRS4に 対 す る一致 の問題 〔参 加的優先

株式 の状況 について〕。

・FRS4の 要件違 反 〔子会社 発行 の償還 可

能 転換優 先株式 の財務 コス トの認識 に関

して〕。

・SSAP21の 規定違 反 〔賃貸用 資産 を流動

資産 として分類〕。

・SSAP① か らの離 脱 〔連結 貸借対照表 に

於 け る関連事業 の処理 に関 して〕 に関す

る説 明について。

・FRS4の 規 定へ の一致 につ いて 〔自己資

本 と非 自己資本 との問 の株 式資金の分析

につ いてユ。

・同上。

・政府補助金 の会計処理 と 「真 実且つ公 正

な概観」優 先 の考 え方 につ いて一・FRRP

は,SSAP4の 規 定か ら離脱 に関 す る会

社 の弁明 を受 け入れ たが,そ の離脱 を正

当化 す る 「真実且 つ公正 な概観」優先 に

関 す る開示 は,会 社法 の要件 を満た して

い な.いとした。
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43 ButteMirungPLC 1995.6.30 ・サー ビスの対価 と して 受け取 った株式 の

会計処理 に関 して 〔どの程度の利益をP/

Lに 計 上 す べ きか 〕。

44 AssociatedNursing 1995.3.31 ・FRS5の 規定 違反 〔関連事業 の会計 処理

ServicesPLC 及 び

1996.3.31
及 び セ ー ル ス ・ア ン ド ・リ ー ス バ ッ ク取

引 の 会計 処 理 に 関 して〕。

45 Reckiu&Cdman 1995.12.30 ・買収 に伴 う公正価値 の修 正 とそれ に対応

PLC す る曖簾 の修正 に関す る追加情 報が非提

供 。

46 M&WMackLimited ユ996.4.26 ・会 計 政 策 が,UITFの 規 定 に一 致 し て い

ない 〔従 業員持 株制度 の収益 ・費用 ・資

産が含 まれてい ない〕。

47 BumStewan 1996.6.30 ・FRS5の 開 示 要 件 を満 た して い な い 〔売

DistillersPLC 上高 に関 す る開示が 業績 を正 しく反映 し

て い な い〕。

48 StratagemGroupPLC 1996.8.31 ・買収 に関す る公正 価値の修 正につ いて の

情報 ・説明の充分性 。

」
西

重..

尋

ア
.
.か
5

[1993ユ,p.27)計 上 さ れ た もので あ り,「 も しそ れ らの 分 類 が 〔流 動 資 産 と し

て〕 変 わ らない ま まで あ れ ば,こ の損 失 は損 益 計 算 書 に賦 課 され たで あ ろ う。」

(Pilper[1993],p.27)そ の 結.果,1991年 の税 引 前 利 益 は122.4百 万 ポ ン ドか ら

19.7百 万 ポ ン ドへ と激 減 してい た はず で あ った8}。

当 初,TrafalgarHouseの 取 締.役はFRRPの 見 解 を受 け入 れ な か った の で,

. FRRPは,1985年 会 社 法 の245B条 に 基づ い て 裁判 所 へ の提 訴 を 決 定 して い た

が,そ の後 同 社 はFRRPの 見 解 に沿 っ た財 務 諸 表 の修 正 に 応 じる こ と とな っ

た(FRRP[1992),par.2>。 「も し違 反 審 査 会 の 介 入 が な け れ ば,1991年 〔財

務 諸 表 の前 期 と〕 の 比 較 数値 が 再表 示 さ れ たで あ ろ うか ど うか は明 らか で は な

い。」(Pijper[1993】,p.27)そ の 意 味 で 「TrafalgarHouseへ の 調 査 は.・ ・一

〔FRRP〕 の 潜 在 的 的 な 有 効 性 を 証 明 して い る」(Pijper[1993],p.27)と され

た の で あ る。 「そ の 結 果 は,〔1992年 財 務 諸 表 に お い て 〕TrafalgarHouseの

8)以 上 の 記 述 は,Pilper[19931,pp.25-28.及 びTrafalgarHouseの 年 次 報 告 書(1991年9月30

日)に よ る。
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〔報 告 〕 利 益 の急 激 な 下落 の再 表 示 で あ っ た」(Smith[1996],p.117)が,そ

れ を 受 け て 同 社 の 「取 締 役 会が,1992年 の配 当 を半 減 した 時,株 価 は も う一段

下 落 し,そ の 秋 ま で に は1960年 代 を最 後 と してそ の 後 見 られ な か った 水準 に ま

で 戻 って しま った 」 〔C⑪We[1994].p.409)の で あ る6

(ii)「 複 合資.本問 題 」 の 事 例FRRPに よ り比 較 的 多 く取 りEげ ら れ た 会

計 問 題 と して,前 述 の 負債 と資 本 の境 界 領 域 に存 在 す る条 件 付 き持 分証 券 の 発

行 に 伴 う,所 謂 「複 合 資本 問題 」 が あ るが,「 多 くの 会社 は,自 己 資 本 〔株 式 〕

と非 自己 資 本 〔株 式〕 とに株 主 資 金 を分 解 す る とい う 〔財 務 報 告 基 準 書 第4号

(FRSNo.4)の 〕 規 定 と衝 突 し,FRRPに よ る介 入 後,そ の 財 務 諸 表 を再 表

.示 しな けれ ば な ら な か っ た 」(Davis,PatersonandWilson[1997],p.869)と

され て い る。 その よ うな事 例 と して は,CarandonPLC(PN34),SecuriorPLC

(PN36),NewarthillPLC(PN37),AlexonGroupPLC(PN40)、RansomesPLC

(PN41),等 の 会 社 が あ るが,こ こで非 自 己 資 本 株 式 とは,分 配 を受 け取 る 権

利 が 限 定 さ れ た 金額 で あ っ た り,清 算 の際 の剰 余 金 に参 加 す る権 利 が特 定 金 額

へ 限 定 され て い た り,株 式 が 償 還 可 能 で あ る よ う な場 合 を言 い(FRSNo.4,

par.12),自 己資 本株 式 はそ れ 以 外 の もの を指 して お り.(FRSNo.4,par..7),

又,株 主 資 金 は,少 数株 主持 分 を 除 く,株1資 本 と全 て の 剰 余 金 の 合計 額 を 指

して い る(FRSNo.4,par.15)D

FRSNo.4が この よ う な区 分 を した の は,「 負 債 の性 格 を よ り持 って い る株

式 は,純 粋 な 持 分 株 式 と区 別 され る」(Davis,PatersonandWilson[19973,p,

850)べ きで あ る と の.考え が あ った わ けで あ る。 例 え ば,非 自己 資 本株 式 の代

表 例 と して優 先株 式 が あ るが,「 固 定 報 酬 や,転 換 可 能 性,償 還 可 能性 とい っ

た 権 利 や そ の 結 合 した もの を持 っ た優 先 株 式 〔の持 主 〕 は,〔 会 社 に対 して〕

所 有 者 と言 う よ り債 権 者 に よ り近 い 」(Naser[1993],p.156)の で あ る が,

「優 先 株 式 は,通 常,貸 借 対 照 表 の 株 主 持 分 の セ ク シ ョ ンに 表 示 さ れ る。

〔よ って 〕 こ の枠 組 み が,会 社 の ギ ア リ ング比 率 を改 善 す る」(Naser[1993],

p.156)こ と に な った と され る 。 更 に 「当 該 基 準 〔FRSNo.4〕 が 発 行 さ れ る.
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以 前 の数 年 間 に おい て,い くつ か の 会社 が,自 己資 本 へ の転 換 の 可 能 性 が 極 め.

て高 い こ とを論 拠 に,一 定 の転 換 社 債 を株 式 資 本 の下 に貸 借 対 照 表 に表 示 す る

実 務 を 開発 して い た 」(Davis,PatersonandWilson[1997],p.852)の で あ り,

この よ うな事 情 が,資 本 と負債 の境 界領 域 に位 置 す る,複 合 金 融 商 品 の 発 行 に

伴 う会 計上 の分 類 の厳 密 化 を促 す 要 因 とな ってい った と考 え られ るの で あ る。

尚,「 複 合資 本 問 題 」 以外 でFRRPに よ り比 較 的 多 く取 り上 げ られ た の は,

.キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー計 算 書 に 関 す る問 題 で あ った(GPGPLC〔PN12〕,Brever-

leighInvestmentsPLC〔PN20〕,ControlTechniquesPLC〔PN22〕,BMGroup

PLC〔PN24〕,TheIntercareGroupPLC〔PN27〕,ButteMiningPLC〔PN30〕)p

IV創 造的会計に対する社会的抗弁と対話的規制

イ ギ リ ス にお い て は,「 創 造 的 会計 は,柔 軟 性 と判 断 の 余 地 を伴 っ た,会 計

に対 す る ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン的 在 り方 に特 有 の もの と して見 な され て い る」

(Blake,AmatandDowds[19981,p,27)が,そ れ は 寧 ろ形 態 の 差 こ そ あ れ,

各 国 に普 遍 的 に見 られ る現 象で あ り,イ ギ リス に特 有 の会 計 現 象 と は言 えな い

で あ ろ う。 但 し,イ ギ リ.スで は前 述 の よ うに,会 計 ルー ルの 単 純 で 機 械 的 な 適

用 よ り も,状 況 に即 した 自律 的 な判 断 を重 視 す る とい う会 計 思 考 風 土 が あ り,

又,そ れ を支 え る 「真 実 且 つ 公 正 な概iの 制 度 的 な 枠 組 み が 存 在 して い る の

で,創 造 的 会計 現 象 が誘 発 され る可 能 性 が 若 干 高 い とい う程 度 の こ とは 言 え る

か も しれ な いD

そ の よ うな 会 計 状 況 の 中 で 近 年 の イ ギ リス が 選 択 した 会 計 規 制 の 在 り方

(「FRC体 制」)は,会 計 基 準 を 詳 細 化 して(即 ち,自 律 的 な判 断 の 余 地 を狭 め

て)会 計 規 制 の強 化 を 図 る とい う生 き方 で は な く,自 律 的 な 判 断 の 余 地 は残 し

な が ら,.企 業 会 計 を社 会 的 に監 視 して い くとい う方 策 で あ った9}。勿 論,企 業

9>こ の点に関 して,筆.者 が直 接にイ ンタヴューす る機会 を得 たASBのM.Butcher氏 は,会 計

基準 はで きるだ けシ ンプルな ものが望 ま しく,米 国 に見 られ る,料 理の本{cΩokboロk)の よう

に詳細 な会計基準 は望ましくない,と い った趣 旨の発言をされていた。

ー
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会 計 に対 す る社 会 的 監 視 の仕 組 み と して は,伝 統 的 に監 査 制 度 が あ る の で,

「企 業 内 の 創 造 的 会 計 専 門 家(creativeaccountants)の 活 動 は,年 次 財 務 諸

表 の監 査 を通 し て抑 制 さ れ るか も しれ な い 。」(Jones[19957,p,74)し か しな

が ら 「監 査 が 非常 に競 争 の 激 しい活 動 に な って きた 〔の に伴 い 〕 … … 監 査 〔契

約 〕 を失 うの を避 け るた め に … …取 締 役 を喜 ば そ う とす る圧 力 が 〔監 査 プ ロセ

ス に お い て 〕 存 在 して い る」(Whittington[1989],p.197)こ と は否 定 で きな

い で あ ろ う。 即 ち,創 造 的 会 計 に 対 して 「創 造 的 監 査 」(creativeauditing)1。:

が 発 動 され る可 能性 が あ るわ けで あ り,こ こに従 来 か らの 監 査 制 度 とは 別 の 企

業 会 計 に対 す る社 会 的 な監 視 機 構 存 立 の意 味 が 存 在 して い る。

イ ギ リス に お け るFRC体 制 下 で のFRRPの 設 立 とそ の活 動 は,そ の よ う

な社 会 的 監 視 の 具 体 的 な 現 れ で あ っ た 。 換 言 す れ ば,「FRRPの 監 視 シ ス テ

ム」(Co⑪keandWallace[1995],p.2659>の 運 用 は,新 聞 ・雑 誌 等 メ デ ィ ア

に よ る企 業 会計 問 題 の論 評1uと 共 に,一 般 の 投 資 家 や 株 主 を中 心 と した 一 般 公

衆 に よ る,創 造 的 会計,更 に は 企業 会 計 全 般 に対 す る 「社 会 的 抗 弁 」 の 代 理 活

動 と して 解釈 す る こ とが.可能 な ので あ る。

そ の際,そ こ に見 られ た 特 徴 の 一 つ は,FRRPが 裁 判 所 へ の提 訴 を最 終 的

な 手段 と して保 留 しな が ら も,一 方 的 に企 業 側 の 非 を告 発 ・公 表 す る とい う形

を と らず に,飽 くまで 企 業 側 との協 議 と説 得 の 上 で 財 務 諸 表 の 修 正 を図 って い

くとい う規制 の ス タイ ルで あ った。 こ の ス タイ ル は従 来 の 一 方 的 な 規 制 に 対 し

て,言 わ ば 「対 話 的規 制 」 とで も呼 ぶ べ き規 制 方 式 で あ るが,従 来 の 一 方 的 規

制 方 式 にな い効 果 を生 む可 能 性 が あ る.。即 ち,対 話 的 規 制 に よ り,会 計 問題 に

関 す るFRRPと 企 業 との協 議 の過 程 或 い は,「 自主 的 な」 財務 諸表 改 訂 の過 程

10)こ こで 「創造的監査 は,手 続 きを儀式化 し形式化す るが,同 時に重要な局面における裁量 の余

地を維持す るよ うなr〔 監査〕技法教 科香』 か ら生 み出され る ものであ る。」(Power[1993],p.

195)

11)創 造 的会計に対す るメデ ィア,ア ナ リス トによる論評 とその効果 に関 しては,Shah[1998]に

よるプ レミアム ・プ ット転換社債の会計問題 についての事例 分析があるが,そ こで は 「メデ ィア

やアナ リス トは,会 社 と直接的 な契約関係を持たないか もしれないが,会 計 〔方法 の〕選択 に対

して重要な影響 を持 ち得 る:〔Shah[19981,p.97)と の観察結果が導 き出された。
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で,企 業 側 も規 制 の趣 旨 ・内 容 に関 して あ る程 度 理 解 を深 め る可 能 性 が あ るか

らで あ る。

勿 論,「 対 話 的規 制 」 とい っ て も,現 実 に会 社 の 「取 締役 達 は,〔 財 務報 告 違

反〕 審 査 会 に よ る懲 戒 が 引 き起 こす 可 能性 の あ る 〔悪 い 〕 評 判 を恐 れ て い る」

(Jack[1994],p.44)の で,そ こ に は暗 黙 の強 制 力 が働 い て い る こ とは 否 定 で

きな い で あ ろ う。 そ の意 味 で そ の 設 立 以 来,「 違 反 審 査 会 が,英 国 企 業 に よ る

財 務 報 告 に対 して,重 大 な影 響 を与 え て きた とい う こ とは,殆 ど疑 い な い 」

(Jack[1994ユ,p,44)こ とで あ る。 こ の よ うに 現 行 の イ ギ リス 会 計 制 度 は,

FRRPの 設 立 ・運 営 に よ り,協 議 と説 得 を 基 軸 と した 「対 話 的 規 制 」 を 内 包

す る,企 業 会 計 に対 す る 「社 会 的抗 弁 」制 度 を そ の 内 に含 む,極 めて 独 特 な制

度 と して機 能 して い る と位 置 付 け る こ とが 出来 るで あ ろ う。

(付記)尚,本 稿 は東 京経済大学研究助成 費 〔PU⑪一99〕による研究成 果の ・部であ

る。
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